
 

サラリーマンなら

「給料・賞与」など 
いわゆる年収 

支払金額（年収）から

給与所得控除（必要経

費）をマイナスした額 

控除が多い程所

得が低くなり、

かかる所得税も

安くなる 

① （給与所得控除後の金額）－（所得控除の合計額）＝所得 

② （所得×税率）－（税額控除）＝源泉徴収税額 

平成 24年分

から欄に変更

がありました 


